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主な修正点

【Ⅱ．限定提供データについて】
５．「秘密として管理されているものを除く」について

その他、法改正に伴う引用条文の修正や、
本文・図内の条番号ずれの修正など、軽
微な修正を行った。

令和5年不正競争防止法の改正により、同法
第2条第7項の限定提供データの定義について、

（秘密として管理されているものを除く）
↓

（営業秘密を除く）

と改正されたことに伴い、修正。「秘密管理性」
に関する記載についても、削除。
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